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競争と共存
ホ

1920年代 日本の化学染料工業の進化と展開一

橋 野 知 子

本稿は,第 一次世界大戦期に勃興した日本の化学染料工業が,1920年 代の苦難の

時期においていかにして成長要因を培っていったのかを検討する試みである。化学

染料工業を日本経済のキイ・インダス トリー(基 本産業あるいは基礎産業)と 認識

した政府は,大 戦後さまざまな方法でこの産業を保護 ・育成しようとした。このこ

とは,'当時のリーディング・インダス トリーだった繊維産業との摩擦もしばしば生

じさせた。産業の利害の発生は,業 界団体の結成や企業間の協調的行動を促進 し,

それは企業間の競争のあり方にも大きな影響を与えたと思われる。

キー ワー ド キイ ・インダス トリー,染 料工業,産 業政策,協 調

1は じめに一 問題の所在

周知の通 り,日 本の化学染料工業は,第 一次世界大戦の勃発による ドイツ染料の途絶 とい

う極めて特殊な状況のもとで成立 した。第一次世界大戦直前まで,日 本は化学染料の輸入の

ほとんどを ドイツに依存 してお り,大 戦勃発後,染 料価格は高騰 し,人 々はこれを 「染料飢

謹」 と呼んだ。言い換えれば,こ のような特殊な状況が,日 本における化学染料工業の勃興

を可能にしたのである。化学染料の最大の需要者たる繊維産業は当時の重要産業であったた

め,「染料飢饅」による苦境から当該産業を救 う方法を政府に要求する世論 も形成 された。

そこで,大 隈内閣は化学工業調査会を農商務省内に設置 し(1914年9月),調 査会の答申を
D

うけて,染 料医薬品製造奨励法(1915年)が 施行 された(谷 口1983)。

しかし大戦中は,染 料製造 において,染 料医薬品製造奨励法の唯一の対象 となった日本染

料株式会社 よりも,む しろ国家補助の対象外 となった多数の中小の染料製造業者が実際の需

要に応えた(谷 口前掲論文,hashino2007)。 当時需要の大きかった硫化染料などの低級品

を中心 とした ものではあったが,こ の間国産染料製造高は増加 し,1919(大 正7)年 には,

戦前の染料輸入量6000ト ンの水準を超えた(渡 辺編1968,pp.235-246)。 さらには,大 戦中

に硫化染料を中国に輸 出するまでに至 ったといわれる(大 阪絵具染料同業組合編1937,p.
2)
1355)。

本稿が対象 とするのは,そ の後の時期,す なわち第一次大戦後輸入が再開されてからの時
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期である。 ともか くも誕生 したばかりの 日本染料工業 は,「第一次大戦終了後の景気の後退

による染料需要の減退 と,大 戦中急速に成立 し発展 したアメリカ染料工業による戦後 ドイツ

染料に代 る日本市場への浸透,さ らには戦時中各国の自給政策により欧米市場を失った ドイ

ツ染料の再び日本市場への浸透,と くに大正九年染料保護関税の改革(従 価35%)以 後,再

びアメリカ染料 に代 る ドイツ染料 の進出」(中 村1959,p.55)に より,大 きな打撃を受けた。

真空状態か ら突如熾烈な国際競争にさらされた日本の染料工業は,こ のような苦境に陥 った。

この時期の位置づけに関連 して,下 谷(1982)は 戦前の染料工業史を概観するなかで,そ

れを四つの時鶏に分 けている。下谷 によると,第 一期(1914-1919年)が 第一次大戦を景

気とす る合成染料工業の開始=企 業勃興期,い わゆる 「黄金期」であるのに対 し,第 二期

(1920-1931年)は 相次 ぐ不況及 び外国染料の再流入による企業淘汰の時期,い わゆる 「苦

難期」である。転 じて,第 三期(1932-1940年)は,金 輸出再禁止を契機 として しだいに一

本立ちしていく 「開花期」,な らびに1939年 頃の 「最盛期」を含む時期であるという(下 谷

1982,p.242)o

このような 「苦難」に直面 した日本の染料工業は,い かにして 「一本立ちしていく開花期」

を迎えたのだろうか。すなわち,こ の時期にいかに1930年 代の成長要因が形成されたのだろ

うか。1920年 代,脆 弱性を露呈 した染料工業がともか くも危機的状態を乗 り切 っていった意

味と要因については,谷 口(1986)が 興味深い検討を行っている。そこでは,従 来の代表的
3)

研究が 「五大染料」 と呼ばれる大企業 に偏重 している点,染 料工業とその生産物の消費者で

ある染織業との対立関係を軽視 している点などが批判され,企 業間の競争 ・強調関係,産 業

間の対立 ・協調関係,国 家の政策的対応に着 目しつつ1920年 代の染料工業の展開が考察され

ている(谷 口1986,pp.128-129)。 政府の政策的対応 については,宮 島(1991)の 周到な考

察によ り,輸 入制限,従 価税から従量税への変更,染 料製造奨励法(1925)の 制定が,い か

に産業 に影響を与え,企 業利潤を保障 したのかが明 らかにされている。また工藤(1992)は,

国際関係経営史 ・企業史の立場か ら,真 空状態で勃興 した日本の化学染料工業が,第 一次大

戦後 ドイツのイー ・ゲー ・ファルベ ン(IGFarben)の 対 日戦略に対 して,い かに対抗 しつ

つ発展 したのかを克明に描いた作品である。

そこで本稿では,化 学染料工業の発展を長期的にとらえ,1930年 代の成長を もたらした要

因が,1920年 代にいかに整備 されていったのかを検討する手がか りを得たい。特定の国の産

業が競争優位をどのように形成 していったのかについては,Arora,LandauandRosenberg

(1998)で 提示 された 「競争優位の源泉」に関するマ トリックスが有用である。彼 らは,競

争優位の源泉 として,国 家の統治(NationalGovemance),社 会 ・政治的状況(Socio-Politi(;al

Climate,マ クロ政策(MacroPolicies),制 度設計(lnstitutionalSetting),構 造 ・支援政策

(StructuralandSupponivePolicies),産 業 における企業数(CompaniesWithintheIndustry)
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を挙げている(Arora,LandauandRosenberg1998,p.18)。 このすべてに関する長期的なデー

タや資料をもとに考察するのが今後の目標であるが,そ の具体的な実証の前段階 として,こ

こでは先行研究に依拠 しつつ1920年 代の日本の染料工業の全体像を把握することを主眼とす

る。なかで も,「五大染料」 と呼ばれる大企業が成立するに至 っても,中 小の染料工業が成

立 したという競争 ・共存の構造 に留意 しておきたい。そこで本稿においては,先 行研究が明

らかにしてきた1920年 代の産業政策やその効果を整理 し,1930年 代の成長要因の生成を考え

たい。

2苦 難の時代1920年 代 日本における化学染料工業

2.1輸 入の再開と国際競争の展開

従来の研究において,第 一次世界大戦終了後から1920年 代(あ るいは20年代前半)は,日

本の化学染料工業にとっての受難 ・苦難の時代 と位置づけられている(谷 口1991,p.93)。

戦前,存 在す らしなかった染料工業は,1918(大 正7)年 の末には,工 場の所在県17,全 国

の工場数97,資 本金総額1864万 円,技 術者総数594人,職 工総数3242人,生 産種類78種 にま

で成長 した(富 岡1920,pp.36-37)。 図1に もみられるように,大 戦 中に勃興 した染料工業

は,1919年 頃には戦前の輸入量に匹敵する国内生産量を記録す るようになっていた。苦難の

時代を経て,1930年 代初めか ら生産量が急激に伸び,1930年 代終わ りか ら40年代初めにかけ

て,戦 前のピークを迎える。同時に,30年 代は輸出量も着実に大き く伸びた時期である。

図1日 本における化学染料の生産 ・輸出入動向:1912-1945年
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出所:下 谷1982,p.198,表 皿一1をもとに作成。

終戦前 の1917年 頃 か ら,日 本の染料市場 では既 に黒色硫化 染料な どの品種 において生産 過
4)

剰 が 明白 とな り,価 格が低下 していた(工 藤1992,p.34)。 図1が 示 す とお り,第 一次世 界
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大戦後の反動不況以降,日 本の化学染料工業は急激な輸入増に悩まされるようになった。図

2を みると,図1で 示された戦後の輸入増は,新 興のアメリカか らのものであることが分か

る。アメリカの化学染料工業は,第 一次世界大戦勃発による ドイツからの染料輸入途絶を う

けて,1917年 頃を画期 として成立 した(伊 藤2002,p.6)。 このような輸入増の結果,染 料

の自給率は1919年 の58.9%か ら1920年 には36.6%へ と急落 した(工 藤同上)。 また,既 に述

べたように,大 戦前の染料輸入のほとんどが ドイツ産のものであったことが,両 図か らも確

認 されよう。

図2ド イツ・アメリカからの染料輸入:1913-1925年
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資 料:山 下1963,p.54,第 六 表

しかしなが ら,一 見,大 戦中に輸入代替を達成 したように映った日本の化学染料工業には,

国際競争 にあたって大きな弱点があった。それは,当 時国内で生産 されていた化学染料のほ

とんどが,製 法が比較的簡単な硫化染料であったことにある。少 し後の時期になるが,国 内

生産量に占める硫化染料比率 は,1923(大 正12)年92.1%,1925年88.1%で あ り,1930年 に

至 っても83.4%に のぼっていた(下 谷1982,p.198)。 このような硫化染料 はより安 く輸入さ

れ,イ ンディゴに代表される国産不可能な高級染料については,長 く輸入に頼 らざるを得な
5)

かった。

大戦中,硫 化染料を生産 していたのは,主 として中小 ・零細の企業であった。 このような

過程でいかに多 くの工場が淘汰されたのかを知るには 「大正9年 までに染料製造の届出があ

ったのは230余,そ の中同年3月 末現在の全国の工場数は73,又 その中の45カ 所が休業」(日

本 タール協会編1965,p.388)と い う一節だけで十分であろう。 まずは,上 で見た輸入急増

が,誕 生間もない日本の染料工業ならびにこれを取 り巻 く産業にどのようなイ ンパク トを与

えたのかを政策の変遷をとお して次に検討 してみよう。
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2.2政 策の変遷 と展開

「商工業振興の具体的方策に付き意見を求む」 という諮問に対する商工審議会(1927年5

月設置)の 答申は,リ ーディング ・インダス トリー(指 導的産業)と しての繊維産業,キ イ

。インダス トリー(基 本産業あるいは基礎産業)と しての重化学工業という重点的な政策対

象を明 らかにされた点で画期的だといわれている(三 和2003,pp.60-61)。 吉野信次 は,基

礎産業の確立を計る経済政策が,第 一次世界大戦期の連合国側で起 こったことを述懐 してい

る(吉 野1962,p.57)。 吉野は,「 他の幾多 の事業の発達の途を啓 く鍵」 となるものとして

基礎産業を位置づけ,「此意味に於ては紡績織物業 の我国産業の大宗たるものは基礎産業で

はない。寧ろ染料工業を以て其最 も代表的ものと為す」 としている(吉 野1935,p.35)。 そ

の基礎産業を保護 ・育成することは,当 時極めて新 しいコンセプ トだったのであ り,結 果的
6)

に予想を大 きく上回る膨大な資金が染料工業に投入されたのである。大戦終了後,深 刻な対

外競争にさらされる中で,政 府による染料工業の保護 ・育成は,リ ーディング ・イ ンダス ト

リーかつ染料の最大の需要者であった繊維産業の利害としばしば衝突 した。なぜな ら,幼 稚

産業であった染料工業をむやみに保護することは染料価格の上昇を意味 し,そ のことが当時
7)

の重要輸出品であった綿織物価格に影響するという可能性があったか らである。

1920年 代の染料工業に対する産業政策の変遷 と効果については,前 節で触れた宮島英昭に

よる優れた研究がある(宮 島1991)。 本項では,主 としてそれに依拠 しながら染料工業の保

護 ・育成政策が,染 料工業自体に与えた影響 と他産業へのそれとを整理 しておこう(特 に断

りのない限 り,本 項の以下の記述は宮島1991に 拠 る)。

既にみたように,戦 後す ぐにはアメ リカ産染料が,ま もなくドイツ産染料の輸入が急増 し

た(前 掲図2)。 そこで政府は,1920年3月,従 来の従量税(イ ンディゴ100斤 あた り40円,

アリザ リン染料7円)を それぞれ従価20%,35%へ 改正するという,相 対的に強い保護措置

を とった。従価35%の 関税引き上げは,ア メリカ製品の輸入を阻止するには効果があったが,

ドイツ品に対 しては無力だった。 というの も,ド イツ染料企業が本来持 っていた品質や強力

な組織網などの非価格競争力に加えて,マ ル ク相場の下落による輸 出価格の低落という価格

要因が働いていたか らであるという(工 藤1992,p.33)。 実際,ド イツ染料企業は,日 本の

染料工業が自給可能な製品に対 しては低価格政策 を,国 産不可能な製品については高価格を

設定 したといわれる。このことは,あ る程度の成長をみた低級品を中心 とする国産染料を輸

入圧力か らいかに保護 し,同 時に国内生産の少ない,あ るいは研究開発中の高級品製造をい

かに促進するかという課題を提起 した(本 宮1986,p.18)。

そこで1924(大 正13)年6月,農 商務省は,上 の事態をうけて国内生産者の保護 という観

点か ら輸入許可制を施行 した。 この農商務省令は,輸 入を原則として許可 しないネガティブ
8)

・リス トに掲載 された64品 目の輸入にあたって,農 商務大臣の許可を必要とすることを規定
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9)
するものだった。その結果,図2に みられるように1924年 か ら25年 にかけて ドイツ品輸入は

激減 した(金 額べ一スでは,1640万 円→800万 円)。 ただ し,こ れは ドイツ品のみに限定 され

る措置であり,実 際その後 アメリカ品の輸入が増加 したか ら,染 料医薬品製造奨励法の期限

満了が追る染料工業に対 しては,さ らなる産業政策の整備が不可欠だった。その結果,宮 島

が極めて簡潔に整理 しているように,1925-26年 にかけて以下のような政策が展開された。

すなわち,① 染料製造奨励法の公布(1925年3月),② 全般的な関税改正(関 税区分の細分

化 と従価税から従量税の変更,1926年1月)な らびに③斎藤 ・ヴァイベル協定(ド イツ側輸

出規制の紳士協定,1926年8月)で ある。これ らは,宮 島に拠れば,a.既 に国内自給可能な

低 ・中級品 ・中間物については ドイツ側の輸出自主規制,b.自 給が進展 しドイツ製品と対

抗 している中級品種には関税率の実質引き上げによる保護強化,c.国 内で生産設備を欠 く

高級品種については染料製造奨励法による設備投資の促進という,当 時の 日本の染料供給構

造に的確に対応 したものだったという。

最後に,従 来の染料医薬品製造奨励法の期限満了 ・日本染料製造株式会社への補助打ち切

りにともない施行された染料製造奨励法の特徴についてのみ触れておこう。同法は①政府の

指定 した製品の生産費の一部を保障(生 産費 と市価 との差額プラス利潤),② 国内で自給能

力を欠き年間消費6ト ン以上の見込まれるものを指定品種(高 級品種)と して限定,③ 指定

には輸入原料 による参入規制のため中間物を自製するな どの規定を定めていた。 さらに 「六

年 ヲ限リ毎年百万円以内ノ奨励金 ヲ交付」,「総額ハ六年 ヲ通 シ四百万円以内」 といった原則

があった(通 商産業省1968,p.104)。 つま り,そ れは企業ではな く製品を対象とした時限

付の奨励金であり,と りわけ高級品生産へのインセ ンティブを付与するものであった。 これ

により,重 点染料30種 が選定され,そ の内訳は,日 本染料25品 種,帝 国染料2品 種,保 土谷
10)

曹達2品 種,三 井鉱山1品 種であった(中 村1959,p.55)。

3染 料工業における競争と共存の構造

3.1企 業数と企業規模

先行研究で示されたデータによると,1914(大 正3)年 から1919(大 正8)年 までの新設

企業数の合計は219,そ のうち1919(大 正8)年 時点で存在す る企業数は72で あるから,147
11)

もの退出がみ られたことになる。その後 も1923(大 正12)年 には企業数40,1930(昭 和5)

年には32へ と激減 した。

一方,臨 時産業調査局の 『調査資料』に含まれる富岡(1920)に 示された 「染料工場各府

県別表」は,1919年9月 の時点で,全 国15府 県 に97の染料工場が存在 したことを物語 ってい

る。同表 に掲載されている各工場の払込済資本金か ら企業規模をみてみると,1位 が日本染

料製造株式会社(大 阪市西区川岸町)の800万 円,2位 が由良染料株式会社(和 歌山県和歌
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山郡)の100万 円で 日本染料の規模の大 きさが分かる。次いで3位 がコンピラ染料株式会社

(香川県仲多度郡)の45万 円,4位 の帝国染料株式会社(広 島県府中町)が32.5万 円(未 払

込が67.5万 万円),5位 の東西化学工業合資会社(大 阪府西成郡)で あり,6位 以降はすべ

て20万 円以下であった。さらに,資 本金1万 円以下の工場が34工 場 もあり,そ のうち5000円

以下が26工 場を占めていた。 これらは,勃 興まもない日本の染料工業の規模の零細性を知る

には,十 分な数字であると思われる。なお,国 内では別格の日本染料 も,資 本金規模で比較
12)

すると,他 の染料製造諸国における大企業 と比べて極めて小規模であった。

表1日 本 における染料工場の規模:1920,1930年

職 工 規 模 1920年 1930年

A:5～49人 26 29

(10～19人) 12 }

(20～29人) 5
一

(30～39人) 3 一

(40～49人) 6 一

B:50～99人 5 2

C:100～199人 3 1

D:200人 以 上 1 2

不 明 一 1

合 計 35 35

資料;大 正10年 版 『工場通 覧』,昭 和7年 版 『全国工場通 覧』

①数字 は工場数 を表す。

②大正10年 版 には職工 数が記載 されて いるが,昭 和7年

版 においては,職 工規模を示すA～Dの 記号 のみが記

され ている。

なお,1920年 のDに 該当す る1工 場 は,日 本染料製

造株式会社 で職工数は638名 であ った。

ここで,『工場通覧』(大 正10年 版)な らびに 『全国工場通覧』(昭 和7年 度版)に 依拠 し

て,1920(大 正9)年 と1930(昭 和5)年 における日本の染料工場を見てみよう。前者では

職工10人 以上,後 者では5人 以上の工場が調査 ・掲載 されている。偶然ではあるが,両 年 と

も捕捉された工場数は,そ れぞれ35工 場であった。

職工数からみた企業規模を比較 したものが,表1で ある。両年 とも,職 工規模50人 未満の

工場が大半を占めており,企 業規模の零細性が うかがえる。表1に おいて,1920年 のDに 該

当す る1工 場は日本染料製造株式会社であ り,638人 の職工を擁 していた。 ちなみに同年,

職工100人 以上199人 規模に該当 したのは,そ れぞれ帝国染料株式会社福山工場(所 在地広島,

職工165人,染 料製造奨励法適用2品 種),コ ンピラ染料株式会社丸亀工場(香 川,128人),

大阪色素化学研究所(大 阪,107人)の3工 場に過ぎなかった。
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次に,1930年 の35工 場の創立年をみてみよう。35工 場のうち,1919年 以前の創立が18工 場

(うち1916年 の創立が10工 場),20年 以降の創立が16工 場,不 明1工 場であった。大戦期に

創立された工場が1930年 の調査における工場の半数であ り,1916年,1918年,1919年 の 「工

場通覧』で捕捉 された工場数がそれぞれ19,31,31工 場であ ったことと単純に比較すると,
13)

いかに多 くの工場が淘汰されたかが理解できる。なお,1920年 ならびに1930年 の両方の調査

で同定できた工場 は,わ ずか9工 場であった。

3.2産 業の構造一 大企業と中小企業の共存,企 業間の協調的行動

少 し後の時期になるが,化 成品工業協会(1963)に 掲載されている 「染料及び中間物工場

一覧表」は,1930年 代後半の染料専門工場(い わゆる染料専業企業一21工 場),中 間物兼

営工場(い わゆる一貫生産体制企業,19工 場),中 間物専門工場(3工 場)に 関す る情報を

提供 して くれている。いわゆる 「五大染料」の職工数をみると,三 井鉱山5789人(ほ かに技

術者数278人,以 下同じ),保 土谷曹達3704人(149人),日 本染料1581人(223人),日 本化成
14)

1286人(225人),帝 国染料492人(66人)と ある。「五大染料」以外の中間物兼営工場で,職

工100人 以上の工場は,日 本曹達(982人),由 良精工(243人),尾 崎染料(268人)の みであ

り,残 り11工場の平均職工数は24人 に過ぎない(中 位数は20人)。

一方 ,中 間物兼営工場や中間物専門工場から中間物を購入 して染料製造のみに専念する21

の染料専門工場については,職 工100人 以上の工場は存在せず,最 も大規模な もので田岡染

料の75人(ほ かに技術者19人)で あった。残 り20工場はすべて職工40人 以下であ り,う ち12

工場は10人 以下 という零細規模だった。 このような中小 ・零細企業 と大企業 とが共存できた

のはなぜだろうか。 というのも,1920年 代において硫化染料の製造企業は大きく減少 し(谷

口1986,p.157),輸 入制限政策の効果は 日本染料 と三井鉱山の主要製品の生産拡大に寄与

し,染 料製造奨励法の奨励金は対象品 目製造企業の設備投資を促進する(宮 島1991)と いっ

たように,染 料工業全体に向けられたものではなか ったと思われるからである。

また第二次大戦後間 もな く編 まれた経済安定本部官房調査課(1949)は,当 時の染料工業

の現状に触れる前に,戦 前からの特徴として当該産業における中小企業の位置を論 じている。

ここでの記述は,1930年 代以降の状況を述べた もの と思われ,上 の問題を考えるヒン トを与

えて くれている。少 し長 くなるが,以 下に引用 しよう。「染料業に於いて大企業の独 占的な

傾向が強 く,全 事業所数の五分の一 に当るいわゆる五大 メーカーの事業所に於いて量的に九

〇パーセン トの生産を占めている現状であり残 りの一〇パーセン トを中小企業が受け持って

いる。(中 略)量 的にみる時中小企業の地位は圧倒的に小 さいのであるが,そ れにも拘わ ら

ず該工業に於いては中小企業が重要な意味を持っている。(中 略)大 企業は綜合的な化学工

業の一部門として染料工業を営むものであり,又 染料部門に於いても一貫作業を行 うのが通
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例であるが,中 小企業に於いては染料最終製品のみを作るものが多 く,中 間物その他を大企

業より購入 して事業を営むごとく中小企業と大企業 との関係は密接」であったという(経 済

安定本部官房調査課1949,p.8)。 そして,中 小企業の存在理由を以下の3点 に求めている。

すなわち①大企業では採算の合わない特殊 ・集約的でかつ需要の少ないものを製造,② 技術

的に大企業でできないものを行う,③ その工場の歴史その他によりその工場独 自な技術を持

つ,と いう点である(同 上)。 また,「 中小企業は一方大企業 と密接な直接的関係を持ち,他

方その長短を相互に補 うという関係を持 ってお り,そ の量的或いは能力的比重に於いて小で

はあるが,質 的に見る時此れを無視することは出来ない地位を持 っている」という(同 上)。

第一次大戦後,ま た1920年 代に多 くの中小 ・零細工場が淘汰 されるなかで,生 き残ったの

は上のような質的条件を備えた中小企業であったと思われる。それでは,中 小企業間ではど

のような競争がみ られたのだろうか。実際,単 一品目に多 くの企業が競合 していた硫化染料

の企業数は,1918(大 正7)年 の40か ら1925(大 正14)年 には16と 大 きく減少 した(谷 口

1986,p.156)。 大戦後の危機の過程で,関 西や関東で協調 や合 同(合 同は実際 には達成さ

れなか った)を 志向する状況が生まれたという(同,p.133)。 なかでも極めて興味深いのは,

関西染料製造業組合(1921年 創立)の 規約に 「組合員が同一製品を造 らざることを主義 とし,

互いに協定 し競争を避 くこと」が明記され,棲 み分けが志向されたという点である(同 上)。

とりわけ硫化染料の競合企業間では,早 くから協調的行動がみ られ,そ のことが業界団体の

形成を促 し,一 方で生 き残 った企業は製造品 目数を増やす選択をしたとい う(同,p.156)。

業界団体の形成は,政 府や他産業 との対立の局面において も,極 めて重要である。 これまで

の検討をふまえ,こ こで仮説的に提示するならば,企 業間においては競争のあり方やそのル

ールを変えることによって,各 企業においては技術的 ・生産的な側面を強化す ることによっ

て,苦 難の時代 に1930年 代の成長要因を形成 していったものと思われる。

4小 括

本稿では,大 戦期に勃興 した日本の化学染料工業が,1920年 代の苦難の時期にいかにして

1930年 代の成長要因を培 っていったのかを検討 した。キイ ・インダス トリーとして位置づけ

られた化学染料工業は,政 府の保護 ・育成政策の対象 とな り,関 税,輸 入制限,奨 励金 とい

った方法が導入された。 これらは産業の成長に寄与 したが,一 方で リーディング ・インダス

トリーである繊維産業一 染料の最大の需要者一 との対立をしば しば招来 した。大戦時に

創立された企業の多 くは,1920年 代に淘汰されていった。 とりわけ中小 ・零細な企業は協調

的な行動をとおして,企 業間の競争のあ り方を変化 させることによって生き残 りを図 ってい

った。本稿 での検討 は,化 学染料工業の発展を明 らかにす る際,冒 頭部で引用 したArora,

LandauandRosenberg(1998)で 提示 された 「競争優位の源泉」のすべての項 目を深 く考察
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する必要があることを示唆 している。

次の課題は,本 稿で整理 した優れた先行研究をふまえて,産 業内での競争や共存の実態を
15)

さらに明 らかにし,企 業や産業がいかなる進化を遂げたのかを検討す ることである。 この点

は,1930年 代の発展を解 く重要なキイであろう。そして個 々の企業は,競 争 しまた共存を志

向するなかで,自 らを どのように変化させてい ったのか。逆 に企業が,例 えば,技 術 ・生産

組織や生産品 目の選択によって自らを変化 させることによって競争に臨んだとき,そ のこと

は産業のあり方をどう変えていったのだろうか。その際,業 界団体の機能やその変化も重要

である。さらには,大 戦期～1920年 代にかけて拡充 された工業教育が,人 を通 じて産業や企

業,技 術の発展にどのような影響を与えたのかなど,今 後検討を進めていきたい。

注

*戦 前期の化学染料工業 に関す る資料収集にあたっては,化 成品工業協会(JDICA)の 方 々にご

教示いただいたことに感謝 したい。なお,本 稿において 「染料工業」 というときには,化 学染料

工業あるいは合成染料工業を指す。本稿 は日本学術振興会 ・科学研究費補助金(C)19530308の 成 果

の一部である。

1)こ の点以外において も,第 一次世界大戦期 の日本における化学染料工業の勃興 ・成長,政 府 の

政策,日 本染料製造株式会社の成立や生産状況に関 しては,谷 口(1983)を 参 照のこと。 なお谷

口氏か らは,化 学染料工業の研究史に関 して,重 要なご教示を得たことに感謝 したい。

2)政 府 は1917(大 正6)年2月,黒 色硫化染料及 びアニ リン ・ソル トに限って,製 造所の証明を

添付す る場合 は容易 に輸 出を許可 した。原田(1938)に よ ると,1918(大 正7)年,501ト ン

(153万 円)の 合成染料が輸出 された とある(原 田1938,p.339)。 た だ し,東 洋経済新報社編

(1935)『 日本貿易精覧』 によると,「VII染 料,顔 料,塗 料及填充料」の項目のなかにある 「コー

ルタール染料」 の輸 出が計上 されるのは,大 正10(1921)年 度である(同 書,p.47)。

3)五 大染料 とは,三 井化学,日 本染料,日 本化成,帝 国染料,保 土谷曹達を指す(下 谷1982,p.

241)。

4)こ の ような市場の過剰感をうけて,1918(大 正7)年11月26日 付 農商務省令第47号 に より,染

料の輸 出が自由化 された(谷 口1986,p.129)。

5)こ の ことは,日 本企業においてインデ ィゴ自給への努力がみ られなかったことを意味 しない。

む しろ逆であり,日 本染料,三 井鉱山(三 池焦煤工場,の ちに三池染料工業所,三 井化学工業)

が インディゴ開発 に積極的にとり組んでいた ことは,ド イツ染料企業に も知 られており,同 時に

警戒 もされていた(工 藤1992,第1章)。 なお,西 欧ではあまり紺 は用 いられないが,東 洋とり

わけ中国では万人の服の色だったため,中 国 に綿布を輸出す る日本 は,イ ンディゴの最大需要国

だ った とい う(吉 野1962,p.59)。

6)吉 野(1935)に よると,染 料医薬品製造奨励法の補助期間10年 の 間に,日 本染料製造株式会社

には,合 計1470万824円 もの補助金が投下 された。計画当初,政 策当局者は100数 十万 円で事足 り

ると計算 していたという(吉 野1935,p.60)。

7)政 府 との交渉,産 業間の利害衝突やそれにともなう業界団体の形成 ・機能については,大 変重
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要 な研究課題である(染 料工業に関 しては,1924年 に染料製造者懇話会 が設立,こ れが拡充され

た組織 として1926年 に は日本染料工業会が設立 された)。 今後の課題と してここでは触れ得 ない

が,こ の点については谷 口(1986)が 詳 細に検討 している。

8)64品 目の内訳 は以下の通 りである。塩基性染料6,直 接木綿染料12,酸 性 染料15,酸 性 媒染及

びア リザ リン染料7,硫 化 染料7,建 染染料1,中 間物16。 よ り詳細 については,通 商産業省

1968,p.103を 参 照のこと。

9)ド イ ツ染料輸入手段として輸入許可制が採用されたのは,第 一次世界大戦以来 日独関係がヴェ

ルサイユ条約に基づ く暫定条約下だった特殊な条件 に基づ く。 この省令 は,染 料輸出国に無差別

適用 されたのではな く,通 商航海条約締結国以外に適用 されたか ら,ド イツのみを事実上対象 と

することができた(宮 島1991,p.88)。

10)1927(昭 和2)年 に は,奨 励金の対象 としてさらに7品 目が追加 された。

11)下 谷1982,p.245,表 皿一13よ り計算。

12)富 岡(1920)に は,1919年9月 末現在にお ける,「 世界主要染料工場 と其の資本金」(円 表示

一 どのように換算 したかは不明)が 掲載されていて,日 本の零細性 と比較すると極めて興味深

い(同,pp.17-18)。 例 えば,以 下のような国 と工場が紹介 されている。(1)ドイ ツ:バ ジッシュ

社,バ イエル社,ヘ キス ト社(そ れぞれ4500万 円),ベ ル リン社(1650万 円),カ セ ラ社(2250万),

カ レル社(300万),グ リースハイムエク トロン社(1250万),ワ ー ラーテルメーヤ社(520万),

② ス イス:ガ イギー社,ジ ュラン社,サ ン ドー社(と もに不明),(3)イ ギ リス:英 国染料会社

(政府保護会社,2000万),レ ビンシュタイン社,ブ リチ ィッシュアリザ リン社(と もに不明),

(4)フラ ンス:ナ シ ョナル染料化学工業会社(政 府保護会社,1600万),仏 国 染料化学工業会社

(1240万),(5)ア メ リカ:ナ シ ョナルアニ リン社(1億2000万),デ ュ ポン社(4億),(6>本:日

本染料製造株式会社(政 府保護会社,800万)。

13)こ こでの数字が職工10人 以上の工場であることに注意 したい。捕捉することは叶わないが,大

戦期に参入 したといわれるこの規模以下の工場 も含めると,退 出数はかな りの数にのぼるであろ

う。なお,生 き残 った企業の属性に関する考察 については,次 の重要課題である。

14)こ れ らのうち総合メーカーについては,染 料製造部門以外の職工 も含まれていると思 われる。

15)こ の点 については,ド イツの化 学染料工業の競争優位 の形成 プ ロセスを詳細 に考察 した

Mumlann(2003)が 極 めて示唆的である。
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